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財政安定化支援事業

50％ 50％

○普通調整交付金（７％）

市町村間の財政力の不均
衡等（医療費、所得水準）
を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によっ
て、措置できない特別の事
情（災害等）を考慮して交
付。

調整交付金（国）

（９％）※１

7,700億円

調整交付金（国）

（32％） ※１

23,400億円

定率国庫負担

公費負担額

国 計 ： 33,300億円

都道府県計： 11,500億円

市町村計： 1,800億円

市町村への地方財政措置：1,000億円

○ 高額な医療費（１件80万円超）の発

生による国保財政の急激な影響の

緩和を図るため、市町村国保からの

拠出金を財源に、都道府県単位で負

担を共有

事業規模：3,390億円

※ 国と都道府県は１/４ずつ負担

高額医療費共同事業

医療給付費等総額： 約114,700億円

保険料

（29,200億円）

○ 低所得者の保険料軽減分を公費で
支援。
事業規模： 4,590億円

（都道府県 3/4、市町村 1/4）

○ 低所得者数に応じ、保険料額の一

定割合を公費で支援
事業規模： 2,630億円

（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

都道府県
調整交付金

（９％） ※１

6,600億円

保険財政共同
安定化事業○ 国保間の保険料の平準化、財政

の 安定化を図るため、都道府県

内の国保の医療費について、各国

保からの拠出金を財源として、都

道府県単位で負担を共有

保険財政共同安定化事業

※１ それぞれ保険給付費等の９％、32％、９％の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から国の調整交付金に振りかえる等の法律上
の措置がある

※２ 平成２６年度決算（速報値）における決算補填等の目的の一般会計繰入の額
※３ 退職被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金額であり、実際の交付額とは異なる

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の65歳
から74歳の前期高齢者の
偏在による保険者間の負
担の不均衡を、各保険者
の加入者数に応じて調整。

前期高齢者交付金

37,900億円
※３

国保財政の現状

保険料軽減制度

保険者支援制度

保険者支援制度

保険料軽減制度

高額医療費共同事業

法定外一般会計繰入

約3,500億円 ※２

（平成29年度予算案ベース）
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財政安定化基金による貸付・交付（イメージ）

○ 財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源からの財政補填等を行う必要がないよう、
都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対し貸付・交付を行うことができる体制を確保する。
⇒キャッシュフロー不足への対応が基本

趣旨

市町村において収納不足が生じた場合 都道府県全体で給付増が生じた場合

市
町
村
納
付
金
賦
課
額

貸付

交付

都道府県国
市町村

（保険料）

・当該市町村が償還

・特別な事情の場合

・不足分の1/2以内
⇒都道府県が

適切に判断

・都道府県内市町村で
分かち合い
又 は

・当該市町村が補填

・非自発的失業者に対する保険料
軽減

・災害（東日本大震災など）

〈 〉特別調整交付金
から交付する場合

・局地的災害（台風、洪水など）
・地域企業の破綻
・その他市町村の財政運営に

大きな影響を及ぼす場合
⇒今後政省令で規定

〈 〉財政安定化基金
から交付する場合

都
道
府
県
内
の
納
付
金
総
額

医
療
給
付
費

保
険
料
収
納
額

貸付

※定率国庫負担等

・都道府県が翌年度以降
納付金に含めて徴収し償還

・災害（東日本大震災など）
・流行病（インフルエンザなど）
・特殊疾病

〈 〉特別調整交付金
から交付する場合

・給付費見込みの誤り（上振れ）
・一人当たり医療費の伸び 等
※ 実績が下振れした場合には、

国保特会の積立金として繰り越さ
れることとなる

〈 〉財政安定化基金
から貸付する場合
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（※）基礎賦課総額の場合の例。後期高齢者支援金等賦課
総額・介護納付金賦課総額も同様の仕組み。

現行の保険料の算定方法（賦課方式・保険料率）
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賦 課 総 額

四
方
式

① 所得割総額（40%）
② 資産割総額（10%）
③ 均等割総額（35%）
④ 平等割総額（15%）

三
方
式

① 所得割総額（50%）

③ 均等割総額（35%）
④ 平等割総額（15%）

二
方
式

① 所得割総額（50%）

③ 均等割総額（50%）

賦課総額の按分方法

① 所得割額
所得割総額を世帯
に属する被保険者に
係る旧ただし書所得
により按分

② 資産割額
資産割総額を世帯
に属する被保険者に
係る固定資産税額で
按分

③ 均等割額
均等割総額を世帯
に属する被保険者数
で按分

④ 平等割額
平等割総額を世帯
数で按分

等

保険料率

① 所得割率
所得割総額÷旧た
だし書所得の総額

② 資産割率
資産割総額÷固定
資産税額の総額

③ 均等割率
均等割総額÷被保
険者数

④ 平等割率
平等割総額÷世帯
数

政令で基準を制定 条例で制定
標準割合：通常よるべき割合で、特

別の必要があると認められる場合
にはこれによることを要しない。

※ 保険料率又は保険料
率算出のための式のい
ずれかを条例で規定

支出 収入
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（参考）県内市町の状況

累積赤字額（平成２７年度）

赤字補填のための法定外繰入（平成２７年度）

累積赤字額 累積赤字額

佐賀市 ２，０５７，９９９，８７３ 小城市 ３７６，８３０，８１１

唐津市 ７７９，９６０，９７５ 嬉野市 ２８８，２１５，０１８

鳥栖市 １，１８４，６５５，０２６ みやき町 １８５，２００，２１０

多久市 ２３４，６２６，２６３ 大町町 １２０，４９４，２５５

伊万里市 ９１３，３９１，９６０ 江北町 ４７，４９０，６４４

武雄市 ２１５，６５７，６６７ 白石町 ９９，４２９，８００

鹿島市 ２０７，５０７，４３８ － －

繰入金額 累積赤字の有無

唐津市 ２６１，３２０，０００ 有

鳥栖市 ４０，０００，０００ 有

多久市 １２０，０００，０００ 有

武雄市 １００，０００，０００ 有

小城市 １９９，５８１，０００ 有

嬉野市 １００，０００，０００ 有

玄海町 ６０，８８６，６３６ 無

白石町 １８０，０００，０００ 有

（単位：円）

（単位：円）

※赤字補填のための法定外繰入
法定外繰入総額から「地方単独事業の

医療給付費波及相当分」「保健事業の実施
経費」等を除いた額

累積赤字が「有」であれば、解消又は削減
すべき対象としての法定外繰入とは一概に
はいえないが、「無」であれば、解消又は削
減すべき対象としての法定外繰入となる。
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現年度分 滞納繰越分 現年度分 滞納繰越分

佐賀市 96.86％ ② 18.18％ ⑱ 吉野ヶ里町 96.75％ ③ 33.43％ ⑤

唐津市 94.66％ ⑪ 25.47％ ⑮ 基山町 96.52％ ⑥ 28.49％ ⑪

鳥栖市 92.12％ ⑲ 16.36％ ⑲ 上峰町 93.69％ ⑭ 15.39％ ⑳

多久市 93.21％ ⑮ 25.59％ ⑭ みやき町 94.42％ ⑬ 28.64％ ⑩

伊万里市 92.91％ ⑱ 27.46％ ⑫ 玄海町 95.91％ ⑧ 33.84％ ④

武雄市 92.98％ ⑯ 27.13％ ⑬ 有田町 96.58％ ⑤ 40.56％ ①

鹿島市 95.06％ ⑨ 19.86％ ⑯ 大町町 92.97％ ⑰ 29.48％ ⑧

小城市 94.63％ ⑫ 30.76％ ⑦ 江北町 96.33％ ⑦ 31.19％ ⑥

嬉野市 91.79％ ⑳ 19.00％ ⑰ 白石町 96.73％ ④ 34.96％ ③

神埼市 94.79％ ⑩ 29.16％ ⑨ 太良町 97.35％ ① 40.14％ ②

H27年度（参考）各市町の収納率実績

（参考）佐賀県市町国民健康保険広域化等支援方針Ver.3における収納率目標（被保険者数はH26年度末）

被保険者数5千人未満 95.00％ 吉野ヶ里町、基山町、上峰町、玄海町、大町町、江北町、太良町

被保険者数5千人以上1万人未満 94.75％ 多久市、鹿島市、嬉野市、神埼市、みやき町、有田町、白石町

被保険者数1万人以上3万人未満 94.50％ 鳥栖市、伊万里市、武雄市、小城市

被保険者数3万人以上5万人未満 94.25％ 唐津市

被保険者数5万人以上 94.00％ 佐賀市

※上記規模別収納率目標区分を国保運営方針における収納率目標とすることで現在市町と協議中
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